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北海道開発局の地域防災支援 防災ナビ
■北海道内では、過去より地震、津波、豪雨、火山噴火等による自然災害が発生しており、北海道開発局ではこれら
の経験及び全国的な災害の教訓を踏まえ、災害に強い社会基盤づくりと防災体制の整備を進めています。

■頻発する自然災害から国民の生命と暮らしを守るため、今後とも各自治体との連携強化に努め、地域防災力強化
に向けた総合的な支援・協力を進めてまいります。

支援メニュー

２．災害発生時の対応や支援

2-2 災害対策用機械による支援

2-1 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）派遣

2-4 大規模土砂災害発生時の緊急調査

2-６ 特定緊急水防活動

2-3 広域防災フロートの派遣

１．防災体制の強化

３-４ 自治体と連携した防災訓練の実施

1-1 防災情報の提供

３-2 ハザードマップ整備の支援

1-２ 大規模氾濫減災対策協議会

３-６ 地域防災力向上のための支援

1-４ 道央圏･太平洋側港湾の防災連携

1-３ 道路防災連絡協議会

３-３ 水害リスクマップ及び多段階の浸水想定区域図

注）本メニューは防災支援に関する施策の一部を掲載し
ています。

3-７ 防災・安全交付金

３．災害に強い地域づくり

3-８ 津波防災地域づくり法

3-1 根幹的な社会資本整備（直轄事業）
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参考：防災ポータル（国土交通省HP）
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/index.html

参考：防災対策・技術・機械・電気通信（北海道開発局HP）
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/category/u23dsn00000001j3.html

2-5 北海道道路啓開計画

３-５ 北海道開発局総合防災訓練

2-７ 雪害・暴風雪を踏まえた取組



災害時に広域的な救援・救護活動や緊
急物資搬送を確実に実施するため、港湾、
空港、橋梁等の地震対策を推進します。

地震・津波対策
気候変動の影響による災害の頻発化・

激甚化に対応するため、ハード・ソフト一体の

水災害対策「流域治水」を推進します。

石狩川下流域の治水対策
【北村遊水地】

風水害対策

耐震性能を有する複合一貫
輸送ターミナルの整備
【苫小牧港 東港区】

滑走路の液状化対策
【新千歳空港】

火山噴火の発生に備え、火山泥流によ
る被害の防止・軽減のための砂防堰堤
等の整備を推進します。

砂防堰堤等の整備
【美瑛川 第8号堰堤】

昭和63年十勝岳噴火

火山災害対策農地等の防災対策

災害対応、復旧活動の拠点となる施設
等の耐震化を進めます。

庁舎耐震改修（イメージ）

拠点施設等の耐震化

○ 東日本大震災の教訓を踏まえ、安全で安心に暮らせる国土づくりを進めます。流域治水の取り組みや安全で信頼
性の高い道路ネットワークの構築、港湾、空港施設の耐震化、積雪寒冷地特有の災害への対応など災害に強い社会
資本整備を推進します。

道路ネットワークの確保
大規模災害に備えるとともに、被災時に
おける救急救命活動や復旧支援活動を支
えるため、耐震・防災・雪害対策等を推進
します。

防雪柵の整備

農作物及び農地への災害を未然に防止
するため、機能低下した基幹施設の改修
を推進します。

ダムの建設・管理
【三笠ぽんべつダム】

3－1根幹的な社会資本整備（直轄事業）
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石狩川
旧美唄川

北村遊水地

ダム完成イメージ図

自発光式の視線有道標

頭首工の整備
【八丁目頭首工】

洪水流下機能の回復



3-2ハザードマップ整備の支援 【ハザードマップポータルサイト】

【わがまちハザードマップ】

全国の市町村が作成したハザードマップを地図や災害種別から簡単に
検索することができます。

○災害から命を守るためには、身のまわりにどんな災害が起きる危険性があるのか、どこへ避難すればよいのか、事
前に備えておくことが重要です。
○国土交通省では、防災に役立つ様々なリスク情報や全国の市町村が作成したハザードマップを、より便利により簡
単に活用できるようにするため、ハザードマップポータルサイトを公開中です。

【重ねるハザードマップ】

防災に役立つ災害リスク情報などを地図や写真に自由に重ねて表
示することができます。

ハザードマップポータル
サイトのパンフレット
http://disaportal.gsi.g
o.jp/hazardmap/pam
phlet/pamphlet.pdf

ハザードマップポータル
サイトの紹介
https://disaportal.gsi.
go.jp/hazardmap/pa
mphlet/kouhou.pdf
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3-2ハザードマップ整備の支援

洪水浸水想定区域図の作成

平成27年の水防法改正を踏まえ、これまでの洪水浸水想定区域を見直し、公表し
ました。今回、洪水浸水想定区域等を公表した水系は、北海道内の13水系60河川
において、想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定
区域を公表しました。
また、令和元年東日本台風等を踏まえ令和３年に洪水予報河川又は水位周知河川
に加え、それ以外の一級河川及び二級河川（洪水による災害の発生を警戒すべき
ものとして国土交通省令で定める基準に該当する河川（住宅等の防護対象のある
河川））について、洪水浸水想定区域の指定対象に拡大しました。
これらの情報により、市町村長による避難指示等の適切な発令や住民等の主体的
な避難の取り組みが進むことが期待されます。

■様々な洪水ハザードマップの先進的取組の事例を有しており、氾濫シミュレーション結果の提供のほか、洪水ハ
ザードマップの作成や改訂にあたっての技術的支援を実施しています。
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石狩川水系豊平川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

札幌市洪水ハザードマップ（令和５年７月改訂）

洪水ハザードマップには、河川が氾濫した際に想定される最大の浸水区域とその深さを表し
た地図と、各種情報等の入手方法、避難の目安や行動のフローなどの情報を掲載しています。
また、令和3年度の水防法改正に伴って、北海道により新たに指定・公表された洪水浸水想定
区域を浸水ハザードマップの洪水避難地図に反映しました。

避難情報等について



3-2ハザードマップ整備の支援 【まるごとまちごとハザードマップ】

②想定浸水深＋避難場所標識

①避難場所標識

設置する標識について

①避難場所標識
災害時に避難をする場所に
設置をします。
（設置は市町村）

②想定浸水深＋避難場所誘導標識
洪水ハザードマップ上の想定さ
れる浸水深とその地区の避難場
所を表示する標識を設置します。
（国直轄管理区間への設置は各
開発建設部）

※最寄りの開発建設部へご相談
ください。

設置の例(留萌市）

■ 自らが生活する地域の洪水の危険性を実感できるよう、“まちなか“に浸水深や避難場所などの水災害に関わる
情報を表示する標識を設置します。

■ 洪水ハザードマップの更なる普及浸透及び危機意識醸成と洪水時避難所等の認知度の向上を図ります。
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まるごとまちごとハザードマップ
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/maru
machi/



3-3水害リスクマップ及び多段階の浸水想定区域図

従来、想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供し、洪水時の円滑かつ
迅速な避難確保等を促進してきました。
今後は、これに加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」を
新たに整備し、水害リスク情報の充実を図り、防災・減災のための土地利用等を促進していきます。
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水害リスクマップ及び多段階の浸水想定図
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/risk_map.html

【令和７年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において、外水氾濫に加え、内水氾濫の影響
を考慮した内外水統合型水害リスクマップ（現況および河川整備後
の将来の河道条件）の作成・公表を進めている。



3-4自治体と連携した防災訓練の実施

■北海道開発局では、多様な災害に備え、地域と連携して防災力を高めていくため、自治体と連携した訓練にも取
り組んでいます。

■北海道開発局で定期的に実施する防災訓練は公開しております。自治体で防災訓練を実施するにあたり、事前
の参考として、見学が可能ですので、ご相談ください。

●防災訓練のまでの流れ ●北海道開発局で実施している防災訓練例

地方自治体等

①訓練の要請、問合せ

③訓練の実施

②開発建設部で内部調整

・各開発建設部の相談窓口に実施したい訓練
内容を、お気軽に相談ください。

・開発建設部内部で、調整の上、実施時期と
内容を依頼者と調整致します。

■総合訓練

・地震、津波、広域支援、危機管理演習、雪害対応、火山噴火危機
管理演習 等

■個別訓練（関係機関連携訓練）

・洪水対応演習、地震防災訓練、ダム管理演習、土石流発生時演
習、火山噴火災害演習、水防公開演習、水防工法現地訓練、海上
防災訓練、通信訓練、救急内水排水訓練、油流出事故対策訓練、
災害時孤立集落救援対応訓練、豪雨対応訓練、ハザードマップを
活用した防災訓練、トンネル防災訓練 等

■非常事態対応訓練
・災害広報訓練、非常参集訓練、通信訓練、電気保安訓練 等

■操作技術訓練

・画像伝送訓練、情報伝達訓練、災害対策用機械操作訓練、農業
水利施設防災訓練、土砂災害対応訓練、港湾工事防災訓練、冬季
防災訓練、災害対策用ヘリコプター画像伝送訓練、樋門遠隔操作
訓練、小型衛星通信装置操作訓練、排水機場操作訓練、災害規模
調査訓練 等
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各開発建設部
防災課又は防災対策官

もしくは

地域支援の相談窓口

【地域支援の相談窓口】への連絡先はこちら
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/keikaku/ud49g70000006rre.html



3-4自治体と連携した防災訓練の実施 【訓練の例】

■災害時に被害を最小限に留めるためには、国、道、
市町村をはじめとし、防災関係機関の円滑な連携が
重要となります。
そのために、各機関が有する災害対応のリソース、
初動対応などについて、日頃より相互理解を進める
ため、自治体・関係機関と相互に訓練参加を実施し
ています。

北海道開発局総合防災訓練 河川洪水・土砂災害対応図上訓練（帯広開建）

■開発局職員及び防災関係機関（自治体・消防等）
を対象に、防災意識の向上・関係機関との連携強
化を目的として、大規模な洪水・土砂災害発生時に
おける対応についてハザードマップ等を活用し、危
険箇所や避難箇所の確認、関係機関との連携時に
おける課題抽出などの図上訓練を実施しました。
〔参加機関：帯広開発建設部、防災関係機関（各自
治体・陸上自衛隊・消防等）〕

●総合訓練の例 ●個別訓練の例
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3-5防災訓練（令和６年度 北海道開発局総合防災訓練 概要）
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3-5防災訓練（令和６年度 北海道開発局総合防災訓練 概要）
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地域の防災に関する情報とともに職員が持つ知見を
交えて説明・紹介する多種多様な出前講座を開設し
ています。
出前講座（講習会）の内容
については、ご要望により対応
致しますので、お気軽にご相談
ください。

3-6地域防災力向上のための支援

北海道開発局では、地方自治体等がより効果的に地域防災力を向上させるために、様々な支援をしております。
地域の防災力を高めてもらうために、地域防災を担う人材養成育成の支援を行うとともに、地域住民の防災意識向上
のための講習会の実施、及び防災意識向上のためのグッズの貸与などを行っています。

●支援メニュー

町内会、自主防災組織、NPO等の様々な組織レベ
ルによる共助の仕組みを構築するお手伝いをします。
図上訓練を実施するための、地域の世話役（ファシ
リテーター）の養成や、水防団員の水防技術の向上
のための実技演習などを支援します。

地域住民等の防災意識向上のための取組を支援す
るために、北海道開発局で所有している、東日本大
震災に関連するパネル、モニュメント、画像ＤＶＤ等
をお貸しします。
勉強会等をご検討されている場合は、災害に関連す
る教育用のビデオ等が多数ありますので、ご相談くださ
い。

② 防災意識向上のための学習会等の実施① 地域防災を担う人材育成の支援

③ 防災意識向上のための防災グッズの貸与
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3-6地域防災力向上のための支援 【人材育成の例】

水防技術講習会の実施内容

月の輪工法実施状況 水防一般の講義実施状況

①水防工法の実技演習

・縄結び

・土のう製作、水防工法等の実習

②その他（例）

・水防法や河川情報等の説明

・近年の気象状況等

講習対象者：①心身ともに健全な者で水防のリーダーとしてふさわしい団員で水防管理団体の長が推薦するもの
②北海道開発局・北海道・市長村の水防担当職員で所属長の推薦するもの

■出水時における水防活動が円滑に実施されるよう、水防団員の水防技術の向上及び伝承を図るため、特
に技術面に主眼をおいた講習会を実施し、水防の技術的な指導者育成のお手伝いをします。

12



3-6地域防災力向上のための支援 【学習会等の実施】

13
参考：防災教育ポータル（国土交通省HP）
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html

木野東小学校での防災学習及び避難訓練

木野東小学校の４年生を対象に防災教育を実施し、
「水災害からの避難訓練ガイドブック」を活用して、
帯広開発建設部の職員によるポイント説明や、実際
に避難所までの経路を確認する避難訓練を実施し、
併せて北海道防災マスターよりＨ２８出水の説明等
を行いました。
（令和４年状況）

留萌川（潮静小学校）における防災教育

潮静小学校５年生を対象に防災教育を実施し、洪
水の映像による災害の振返りや、留萌市の防災ガ
イドマップによる浸水範囲や避難場所を確認しま
した。また、留萌川を上空から撮影したＶＲ映像
の体験やマイタイムラインの作成・発表などによ
る防災教育を行いました。
（令和４年状況）

↑マイタイムライン↑
作成の様子

← 上空からの見た
留萌川をVR映像で体験

↑ 防災学習の様子 ↑  

北海道防災マスターによる→
H28出水の説明



3-6地域防災力向上のための支援 【防災グッズの貸与】

■北海道開発局では、市町村が実施する地域住民等への防災意識向上のための取組を支援するため、北海道開発局
が所有する啓発用のパネル、映像DVD等を貸し出します。

●グッズの貸与を希望する場合

地方自治体等

各開発建設部
地域支援の相談窓口

①貸与の要請、問合せ

②貸与の連携

• グッズの貸与を希望する場合は、各開発建設部の相談窓口にお気軽に相談ください。
• グッズ等の貸入、返却についても、お気軽に相談ください。
• 借用中のグッズの管理については借用者が責任を持って行ってください。 14

開発建設部 名称 電話

札幌開発建設部 地域づくりの相談窓口 011-611-0281（直通）

函館開発建設部 地域支援相談窓口 0138-42-7740（直通）

小樽開発建設部 地域支援相談窓口 0134-23-8035（直通）

旭川開発建設部 地域づくりに関する相談窓口 0166-32-3079（直通）

室蘭開発建設部 地域活力相談窓口 0143-25-7053（直通）

釧路開発建設部 地域支援相談窓口 0154-24-7395（直通）

帯広開発建設部 地域支援相談窓口 0155-24-3195（直通）

網走開発建設部 地域支援相談窓口 0152-44-6851（直通）

留萌開発建設部 地域支援相談窓口 0164-42-2395（直通）

稚内開発建設部 地域支援相談窓口 0162-33-1185（直通）

【相談窓口】



3-7防災・安全交付金 【概要】

防災・減災、安全を実現するメニューに特化して集中的に支援

■社会資本整備総合交付金と同様に、関係事務を一本化・統一化
■計画へ配分された国費の範囲内で、地方公共団体が自由に計画内の各事業へ充当可能
■防災・減災、安全に資する基幹事業の効果を一層高めるソフト事業（効果促進事業）についても、一定の範囲内で
創意工夫を生かして実施可能

整備計画に掲げる
政策目標の達成

（成果指標で事後評価）

基 幹 事 業 ○計画の目標実現のため基幹事業一体と

なって、基幹事業の効果を一層高めるため
に必要な事業・事務

○全体事業費の２割目途

住宅・社会資本の整備

効果促進事業

住宅・社会資本の整備 効果促進事業

○道路 ○港湾 ○河川 ○砂防 ○下水道 ○海岸
○都市公園 ○市街地 ○住宅 ○住環境整備 等

15

社会資本整備総合交付金等について
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html

・生活空間の安全確保
例）自転車通行空間の整備



3-7防災・安全交付金 【地域における総合的な老朽化対策】

16

防災・安全交付金を活用し、老朽化した社会資本等の総点検、それを踏まえた緊急対策、長寿
命化等戦略的維持管理・更新の実施を総合的に支援。

◆下水道の老朽化対策等

更生工法
による対策

道路陥没

◆港湾施設の老朽化対策

係留施設の
補修

高規格幹線道路

直轄国道

自治体管理道路

橋梁長寿命化計画に

基づく補修対象橋梁

○○JCT
○○IC○○IC

○○JCT

下水道の長寿命化計画
の策定と、それに基づく
老朽化対策等（基幹事

業）

公営住宅等の改修に
よる長寿命化等（基幹

事業）

係留施設の補修等の実
施（基幹事業）

橋梁の長寿命化計画に
基づく修繕・更新対象橋梁



3-7防災・安全交付金 【地域における事前防災・減災対策】
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防災・安全交付金を活用し、地震・津波や頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減災対策を
支援。



3-7防災・安全交付金 【地域における事前防災・減災対策】

18

切迫する南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の発生時における地震被害の軽減を図るため、防災・安全交

付金を活用し、密集市街地の防災性の向上、住宅・建築物等の耐震化等に対し支援。



3-7防災・安全交付金【地域における生活空間の安全確保】
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老朽建築物の除却や延焼防止性能の高い建築物への建替え

≪地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策≫

延焼を抑制し避難路となる道路や避難場所となる公園・広場等の整備

≪子供の移動経路等の生活空間における交通安全対策≫

法面法枠工重要物流道路の代替路や補完路の道路整備

⇒ビッグデータを活用した生活道路対
策に対して特に重点的に配分

○通学路交通安全プログラムに基づ
く交通安全対策

○未就学児が日常的に集団で移動す
る経路における交通安全対策

○鉄道との結節点における歩行空間
のユニバーサルデザイン化

⇒ナショナルサイクルルートにおける自
転車通行空間整備に対して特に重点的
に配分

○地方版自転車活用推進計画に基づ
く自転車通行空間整備

自転車通行空間の整備

≪国土強靱化地域計画に基づく事業（防災・減災）≫

雪崩防止柵

防災・安全交付金を活用し、地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策や通学路等の生活空間にお
ける交通安全対策等の実施を支援。

○重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点(備蓄基地・総合病院等)
への補完路として、国土交通大臣が指定した道路の整備事業

○災害時にも地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する事
業のうち、早期の効果発現が見込める事業



3-8津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）の概要
H23.12.14公布 H24.6.13全部施行
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3-8津波防災地域づくり法 【いのちを守る地域づくりのイメージ】
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津波防災地域づくりパンフレット（１／２）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475754.pdf



3-8津波防災地域づくり法【推進計画区域内における特例】
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津波防災地域づくりパンフレット（２／２）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475755.pdf



3-8津波防災地域づくり法【推進計画区域内における特例】
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津波防災地域づくりパンフレット（２／２）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475755.pdf


